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職業能力開発促進法 ２４－３ 職業訓練の認定の取消

基 準 の 内 容

知事は認定職業訓練を実施する事業主等が、次の事項の一に該当することとなったとき、当該認定
を取り消すことができる （同法第２４条第３項）。

１ 当該認定職業訓練が、同法第１９条第１項の労働省令で定める基準に適合しなくなったと認める
とき （この場合の労働省令とは、同法施行規則第１０条から第１３条までをいう ）。 。

２ 当該認定職業訓練を行わなくなったとき。

３ 当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなったと認めるとき。
（１） 当該事業の内容等勘案して、職業訓練の永続性があると認められなくなったとき （昭和４。

４年１０月１日付訓発第２４８号）
（２） 訓練を実施するための予算措置がなされなくなったとき （昭和４４年１０月１日付訓発第。

２４８号）
（３） 訓練生を事業主の場合にあっては総数で５人以上、団体の場合にあっては一訓練科につき５

人以上確保できなくなったとき （昭和６０年１０月１日付能発第２１０号）。
なお、一時的に訓練生数が基準を下回る場合であっても、認定職業訓練の実施について熱意

を有し、効果的な訓練を計画的、継続的に行う能力があると認められ、かつ、今後３年以内に
基準に示す訓練生数を確保できる見通しがあるときはこの限りでない。

（４） 訓練を行う一単位につき、訓練生数が適切でなくなったとき （平成５年２月１２日付能発。
第２１号）

（５） 職業訓練指導員の数が訓練生数及び訓練内容に対し、適切な数でなくなったとき （平成５。
年２月１２日付能発第２１号）


